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『環境技術実証モデル事業』に関するフォローアップ調査 

（実証機関向け調査） 
 
 

集計結果 報告 （詳細版） 

 
 
 
 
 

回収状況 
・ 発送：５件 
・ 回収：５件 
・ 実証対象技術分野：下図のとおり 

20.0%

60.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

酸化エチレン処理技術分野 (1)

小規模事業場向け有機性排水処理技術分野
(3)

山岳トイレ分野 (1)

不明・無回答 (0)
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Ａ．環境技術実証モデル事業（以下、「モデル事業」）で得られた成果について、お伺いします。 
 
Q-1 貴団体では、モデル事業の実証機関となることで、期待通りの成果が得られましたか。 

60.0%

20.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

期待通りに、十分な成果を得ることができた
(3)

期待通りではないが、ほぼ成果を得ることが
できた (1)

期待通りではなく、十分な成果が得られたと
は言えない (0)

成果があったとも無かったとも言えない・わか
らない (1)

無回答 (0)

 
【理由：主な内容】 
・ 病院における指導を行っていたところであり、処理装置の実証試験を行うことで、問題発見から

解決までの流れを完結させることができる。 
・ 環境技術の詳細な実証試験を通じて、技術実証と普及による環境保全の推進と環境産業の振

興を実践することで、地方環境研究所の新しい機能をアピールすることができた。 
・ 全国の先進的な技術を知り得たこと、地方環境研の新たな業務の方向性の確保について検討

できたことから、ほぼ期待通りの成果を得ることができた。 
・ 県内で開発・稼動している技術の有効性が確認され、今後小規模事業場対策に活用できるデ

ータを得ることができた。 

 
Q-2 貴団体では、モデル事業の実証機関となることで（モデル事業を実施することで）、具体

的にどのような成果がありましたか。 

20.0%

40.0%

0.0%

60.0%

60.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

モデル事業で実証されることにより、実証技術の普及・購入が進ん
だ (1)

モデル事業で実証されることにより、開発者等が技術の特徴や改
善点を知ることができ、技術の改善が促された (2)

環境技術の開発者に対して、環境技術の適正な開発や販売促進
等に関する支援施策を進める上での知見やノウハウを得ることがで
環境技術のユーザーに対して、環境技術の調達に関する指導や情

報提供等を行う上での知見やノウハウを得ることができた (3)
行政が自ら環境技術を行う際の、技術評価の基準や方法等につい

て、知見やノウハウを得ることができた (3)

その他 (0)

無回答 (0)
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【理由：主な内容】 
・ 病院への指導や助言の際の資料として活用できる。 
・ 特にユーザーに対する指導や情報提供について知見やノウハウを得ることができた。行政指導

上の参考となるデータも得られた。 
・ 詳細な実証試験で得られた分析結果のバラツキや運転・維持管理面での課題について、一連

の業務の中で、その原因や解決策を開発者と意見交換することにより、両者が新しい知見を得

ることができた。 
・ 実証試験計画の作成にあたり、処理性能を実証する上で、検証が必要な分析についての知見

を得ることができた。 
・ 将来的には県として独自の実証事業を考える場合、今回のモデル事業により、実証の流れ及

び評価方法等の概略が理解できた。 
 
 
Ｂ．モデル事業で得られた成果の情報発信等について、お伺いします。 
 
Q-3 環境省では、平成 15 年度モデル事業により得られた実証試験結果の普及するため、①

モデル事業のホームページへの実証試験結果報告書の掲載、②実証試験結果報告書

の概要を一覧的に紹介するパンフレットの作成を行っています。貴団体では、これらの

実証試験結果の公表方法について、どのようにお考えでしょうか。 

60.0%

40.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の公表方法で十分である (3)

現在の公表方法でよいが、さらに改善や工夫
が必要な点もある (2)

現在の公表方法では不十分である (0)

わからない (0)

無回答 (0)

 
【理由：主な内容】 
・ 媒体としては十分であると考えられる。 
・ 実証試験は対象分野を絞って実施しており、対象となる全国規模のユーザー団体への実証試

験結果の普及も必要とも考えられる。 
・ 環境省の行った情報発信をもとに、県独自により広くユーザー、開発者への情報発信が必要と

考える。もっと多くの機会を得て PR する必要がある。 
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Q-4 貴団体では、環境省の取り組み以外に、平成 15 年度モデル事業により得られた実証試

験結果の普及するための、独自の情報発信等を行いましたか。 

60.0%

0.0%

40.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

独自の情報発信等を行った (3)

独自の情報発信等を行っていないが、今後行
う予定である（検討中である） (0)

独自の情報発信等を行っていなく、今後も行う
予定はない (2)

無回答 (0)

 
【主な内容】 
・ ホームページに試験結果を掲載している。 
・ 環境情報センターの環境技術に関するホームページで紹介するとともに、環境情報プラザに実

証試験報告書を置き閲覧に供している。 
・ 企業の環境管理担当者を対象とした技術発表会と商談会を開催した。 
・ 県内の事業者等を集めた技術研究会において、実証モデル事業の講演会を実施した。 
・ プレスへの情報提供を行っているが、なかなか取り上げてもらえないのが現状である。 
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Ｃ．モデル事業の実施における費用負担のあり方について、お伺いします。 
 
Q-5 貴団体が平成 15 年度モデル事業の実証機関として実施するのに要した費用はいくらで

したか。項目ごとに要した金額をお答え下さい。精算額として、おおよそで結構です。 

【構成比】 

● 酸化エチレン処理技術分野 

酸化エチレン処理技術分野

試験費
4,847千円

事務費
154千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等  
 

● 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 

小規模事業場向け有機性排水処理技術分野

試験費
12,354千円

事務費
1,756千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等
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● 山岳トイレ技術分野 

山岳トイレ技術分野

事務費
5,838千円

試験費
1,134千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等
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Q-6 環境省では、モデル事業後の本事業の継続的実施に向け、実証に要する費用の負担

のあり方について検討を進めています。貴団体では、実証費用の負担のあり方について、

どのようにお考えですか。最も近い考えを下記から選んでください。 

20.0%

60.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実証費用は全額申請企業の負担とするべき
である (1)

実証費用のうち試験費について申請企業の
負担とするべきである (3)

実証費用は申請企業の負担とするべきでな
い (0)

その他 (1)

無回答 (0)

 

【理由：主な内容】 
◆ 「実証費用は全額申請企業の負担とするべき」と回答 
・ 実証費用を国と地方自治体が負担し続けるのは事業を継続する上で困難であると思われる。 
◆ 「実証費用のうち試験費について申請企業の負担とするべき」と回答 
・ 企業が開発した技術が第三者機関により客観的に実証されれば企業の PR になることから、企

業の応分の負担は必要。ただし、実証委員会の運営に関する費用は公平性の観点から、申請

企業の負担とすべきでない。 
・ 実証試験費については企業負担で良いと考えるが、対象技術分野毎の実証試験計画の検証、

ユーザーへの試験結果の普及などの経費は、客観的な立場の公が負担することが望ましい。 
・ この事業が定着し、実証例の実績を積み重ね、世間的に認知されれば、実証されることが企業

のメリットとなるため、相応の負担は必要であり、申請企業負担も考えても良いと思う。しかし、

一部負担程度であれば事業者も申請すると思われるが、全額事業者負担になると、申請してこ

ないと思われる。 
◆ 「その他」と回答 
・ 有用な技術であるにもかかわらず、実証費用がネックとなって事業に参加できないという事態を

防ぐため、基本的に試験実費のみの負担が妥当ではないか。 
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Q-7 モデル事業後の本事業の継続的実施においては、実証費用を原則申請者負担とする

一方で、費用負担を軽減するための助成等の支援制度を設けることが考えられます。こ

の支援制度について、どのようにお考えですか。最も近い考えを下記から選んでくださ

い。 

0.0%

60.0%

20.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すべての申請企業に対する支援制度が必要
である (0)

中小企業等の一部の申請企業に対する支援
制度が必要である (3)

申請企業に対する支援制度は必要でない (1)

その他 (1)

無回答 (0)

 

【理由：主な内容】 
◆ 「中小企業等の一部の申請企業に対する支援制度が必要である」と回答 
・ 中小企業等から有用な技術の開発・製品化を促す上でも支援制度は必要である。 
・ 中小企業を対象に試験結果が優秀な場合に顕彰する制度を設け、環境課題を克服する画期

的な先進技術に対して、申請企業の普及活動経費として、実証試験経費に見合う奨励費を授

与してはどうかと考える。 
・ 実証事業に対する費用負担は、小さな企業にとって負担が大きい。特にこの実証モデル事業

は、法律対象外の環境改善技術が殆どであり、また、中小規模を対象にしているため、開発技

術者も中小ベンチャーが多く、活性化のためには支援制度が必要と思われる。 
◆ 「申請企業に対する支援制度は必要でない」と回答 
・ 企業が実施する環境関連事業に対しては、国（経済産業省）、地方自治体（商工関係）等の手

厚い補助・助成制度がある。これらを利用すべき。 
◆ 「その他」と回答 
・ モデル事業の目的から考えて、実証機関が設定した条件が特殊なために生じる費用に限り、支

援する制度が必要。 
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Ｄ．モデル事業の実施方法・体制等について、お伺いします。 
 
Q-8 貴団体では、実証試験の実施や実証試験結果報告書の作成等にあたり、効率性の向

上や公正性・公平性の担保等のために留意したこと、工夫したことはありましたか。 

80.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

留意したこと、工夫したことがある
(4)

留意したこと、工夫したことがない
(1)

その他 (0)

無回答 (0)

 

【主な内容】 
・ 認定等とは異なり、基準などは求められていないため、結果について判定等の判断を行うような

表現を避けた。 
・ 実証試験項目の設定、維持管理面での評価について、ユーザーの視点を考慮した。 
・ 報告書の作成にあたっては、実証試験で得られた結果の全てを公開する前提で、実証試験開

発者と一定の距離を置きつつ、技術実証委員の助言も得ながら検討・評価を行なった。 
・ 技術及び実証試験場所の特性により試験方法の検討が必要であり、効率向上は困難であった

が、分析操作の負担を軽減するため定期調査期間は複数技術の測定日を合わせるなどの効

率化を図った。 
・ 公正性・公平性を担保するため、他実証機関及び事務局との情報交換を行い、他技術と比較

が可能となるようデータの採取及び解析を行うとともに、環境技術開発者の意図した特徴につ

いてユーザーが確認できる報告書となるよう留意した。 
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Q-9 モデル事業では、平成 16 年度より自治体のほかにＮＰＯ・ＮＧＯ等の民間団体を実証機

関として選定しています。貴団体では、実証機関の選定についてどのようにするべきだと

お考えですか。 

0.0%

60.0%

20.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実証機関は自治体のみに限定するべきであ
る (0)

自治体のほかにNPO・NGO等の民間団体を
実証機関に含めるべきである (3)

自治体やNGO・NPO等の民間団体のほかに
民間企業を実証機関に含めるべきである (1)

よくわからない (1)

その他 (0)

無回答 (0)

 
【理由：主な内容】 
◆ 「自治体のほかに NPO･NGO 等の民間団体を実証機関に含めるべき」と回答 
・ 選定が困難になるとは思われるが、実証機関にさまざまな団体が参加することは必要であると

思われる。 
・ 信頼できる NPO・NGO であれば実証機関に含めても良い。 
・ 実証試験を実施する能力、及び試験結果を普及する能力をもった公益法人、NPO・NGO 等の

民間団体、又は地方自治体と連携して実証試験に取り組むこれら民間団体を実証機関の対象

にして、実証機関を募集・選定してはどうかと考える。 
◆ 「自治体や NPO･NGO 等の民間団体のほかに民間企業を実証機関に含めるべき」と回答 
・ どの機関でも問題はないと思われるが、環境省は一般ユーザーが納得できる選定基準を作成

する必要がある。 
◆ 「よくわからない」と回答 
・ 公平性を保つため、ある程度実証機関は限定される必要がある。特に実証費用の業者負担が

導入されることになれば、適正な計画により実施されているかをいかに担保するかが重要となる

が、現状の ISO 等だけでは不可能で、公的機関等が関与し技術実証委員会において計画を検

証することが必要だと思われる。 
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Q-10 環境省では、モデル事業、及びモデル事業後の本事業の継続的実施について、次のＡ

～Ｄに示すような改善策を検討しています。Ａ～Ｄの各々について、貴団体のお考えに

該当する番号に各々１つだけ○印をつけてください。 

 
Ａ．事業で実証されたことを簡易に証明できるようなロゴマークを開発し、使用できるようにする 

60.0%

20.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非実施すべきである (3)

実施すべきではない (1)

どちらとも言えない／わからない
(1)

無回答 (0)

 
【理由：主な内容】 
◆ 「是非実施すべきである」と回答 
・ 開発メーカーへのインセンティブにもつながるためロゴマーク等の使用はぜひ行ってほしい。 
・ 環境保全効果がはっきりしない技術についてはロゴマークの使用は制限すべき。 
◆ 「実施すべきではない」と回答 
・ 実証ロゴマークは、ユーザー側に「性能が認証されている。」との誤解を与えかねないので、使

用すべきでないと考える。また、単に実証を行なったことを示すだけの意味で使用するのであれ

ば、それはユーザーにとってはあまり意味のないものとなる。 

 
Ｂ．本事業では、既に類似の制度が存在する分野は対象外としているが、類似制度についても本事業

と一体化し、実証要領等の統一等を図る 

40.0%

0.0%

60.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非実施すべきである (2)

実施すべきではない (0)

どちらとも言えない／わからない
(3)

無回答 (0)

 
【理由：主な内容】 
◆ 「是非実施すべきである」と回答 
・ ユーザー、メーカー等が理解しやすいように事業の一体化も必要に応じて行っていくべきであ

る。 
・ 制度の一元化は困難と思うが、各種技術分野に取り組む開発者に対しては、他制度の試験要

領等を整理して統括的に情報提供することが必要と考える。 
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Ｃ．技術分野が増えてくると、実証要領等の検討を行うワーキンググループを技術分野ごとに設置す

ることが困難となるため、１つのワーキンググループで複数技術分野が扱えるようにする 

80.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非実施すべきである (4)

実施すべきではない (0)

どちらとも言えない／わからない
(1)

無回答 (0)

 

※ 担当者により意見が異なるため、複数選択してきた回答が１件あった。 
【理由：主な内容】 
◆ 「是非実施すべきである」と回答 
・ 運用に無理が生じないように WG も柔軟に対応していく方が好ましい。 
・ 事業の発展性を考えるとワーキンググループが扱える範囲が広い方が新しい分野を追加しや

すくなる。 
・ 専門的な事項を検討するための分科会（又は臨時委員の参画）の余地は残す必要がある。 
・ 技術の専門家だけでなく、ユーザーの代表を必ず入れるべき。 
◆ 「実施すべきではない」と回答 
・ 分野が広範囲になるとワーキンググループによる専門的な評価が難しくなるのではないか。 

 
Q-11 その他、モデル事業、あるいはモデル事業後の本事業の継続的実施に対して、ご意見、

ご要望がございましたら、自由にお答え下さい。 

【主な内容】 
・ 先進的な環境技術の普及を進めるためには、この事業を継続的に実施することが必要である。

・ モデル事業後の実証試験について地元公益法人と連携して実証試験の継続を検討している

が、実証試験対象としての可否の判断、実証試験計画の検証、ユーザーへの試験結果の普及

など、公が負担すべき経費については、他府県の企業も対象に含める場合には環境省からの

委託事業として経費の負担をお願いしたい。 

 
 


